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1111    

【4ページ】 

ウ 出生数及び合計特殊出生率の推移 

( (3行目) 

…合計特殊出生率は、2005（平成17）年に1.21まで

落ち込んでいますが下降し、その後2012（平成24）年

には1.43まで回復しているものの上昇しましたが、

2018（平成30）年には1.32となり、人口の維持に必要

とされる2.07を下回っています。 

グラフへ2018（平成30）年の合計特殊出生率1.32を

記載（内容については省略）。 

 

【4ページ】 

ウ 出生数及び合計特殊出生率の推移 

(3行目) 

…合計特殊出生率は、2005（平成17）年に1.21まで

落ち込んでいますが、2012（平成24）年には1.43まで

回復しているものの、人口の維持に必要とされる2.07

を下回っています。 

合計特殊出生率の推計の根拠となる、

国の人口動態統計（確定値）が公表され

たため、時点更新を行うもの。 

出生数等推移（帯広市）のグラフに平

成30年度の合計特殊出生率1.32を記載。 

2222    

【18ページ】 

基本施策Ⅰ―1 子どもの権利の尊重 

現状と課題 

(2行目) 

…基本的な人権の学びや意識啓発とともに、すべて

の児童が幸福となるために定められた「児童憲章」や、

生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利

の四つの権利が柱となる「児童の権利に関する条約

（子どもの権利条約）」の理念の普及に取り組んでい

るほか… 

主な施策の展開方向 

(1)人権の啓発活動の推進 

(2行目) 

…様々な機会を通して、「児童憲章」や「児童の権

利に関する条約（子どもの権利条約）」の理念の普及

を進めます。 

【18ページ】 

基本施策Ⅰ―1 子どもの権利の尊重 

現状と課題 

(2行目) 

…基本的な人権の学びや意識啓発とともに、「生きる

権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」

の四つの権利が柱となる「児童の権利に関する条約」

の理念の普及に取り組んでいるほか… 

 

 

主な施策の展開方向 

(1) 人権の啓発活動の推進 

(2行目) 

…様々な機会を通して、「児童の権利に関する条約」

の理念の普及を進めます。 

すべての児童の幸福を図るために定め

られた「児童憲章」の理念は、子どもの

健やかな成長を支える上で大切であると

考えており、意見を踏まえ、本文に「児

童憲章」について加筆修正するとともに、

巻末の資料編に全文を掲載。 

また、関連し「児童の権利に関する条

約（子どもの権利条約）」へ記載の統一

により修正。 

資料３ 
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3333    

【28ページ】 

基本目標Ⅲ 子どもや子育て家庭をみんなで支える 

目指す姿 

 (1行目) 

子育て家庭の交流や子どもを安心して預けること

ができ場があり、地域と一緒にみんな笑顔で子育てが

できています。 

 

【28ページ】 

基本目標Ⅲ 子どもや子育て家庭をみんなで支える 

目指す姿 

(1行目) 

子どもを安心して預けることができ、地域と一緒に

みんな笑顔で子育てができています。 

保育所だけではなく、地域子育て支援

センターや子育てサークルなどを通した

交流も子育ての安心感につながるものと

認識しており、意見の趣旨を踏まえ、本

文に「子育て家庭の交流の場」について

加筆修正。 

4444    

【29ページ】 

基本施策Ⅲ-1 仕事と子育ての両立支援 

現状と課題 

(5行目) 

…子育て家庭の状況に応じた延長保育や休日保育、

一時保育などの保育サービスの提供に取り組んでき

ました。… 

主な施策の展開方向 

(1)保育所の安定的な保育サービスの提供 

(2行目) 

…これまでの延長保育や休日保育、一時保育などの

ほか、病児保育の実施などに取り組みます。 

 

【29ページ】 

基本施策Ⅲ-1 仕事と子育ての両立支援 

現状と課題 

(5行目) 

…子育て家庭の状況に応じた延長保育や休日保育な

どの保育サービスの提供に取り組んできました。… 

 

主な施策の展開方向 

(1)保育所の安定的な保育サービスの提供 

(2行目) 

…これまでの延長保育や休日保育などのほか、病児

保育の実施などに取り組みます。 

 

一時保育事業については、現在認可保

育所３か所で実施しており、原案では、

これまでの利用実績や子育て世帯へのア

ンケート調査結果から 2024（令和 6）年

度までの利用量を推計するとともに、受

け入れ態勢を確保するための方策につい

て記載している。 

利用量の推計から、現在の一時保育事

業などの体制で受け入れは可能であると

考えているが、一時保育事業の必要性は

高いものと認識しており、意見を踏まえ、

本文に「一時保育」を例示として加筆修

正。 
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5555    

【43ページ】 

②2号認定（3-5歳、保育認定） 

 
 

【43ページ】 

②2号認定（3-5歳、保育認定） 

 

定員変更を反映し、確保方策等を修正。 

6666    

【44ページ】 

③3号認定（0-2歳、保育認定） 

 
 

【44ページ】 

③3号認定（0-2歳、保育認定） 

 

定員変更を反映し、確保方策等を修正。 

2020年度

（令和2）

2021年度

（令和3）

2022年度

（令和4）

2023年度

（令和5）

2024年度

（令和6）

1,935 1,882 1,794 1,729 1,661

1,935 1,882 1,794 1,729 1,661

1,685 1,685 1,679 1,599 1,504

216 216 216 216 216

39 39 39 39 39

20 20 20 20 20

1,960 1,960 1,954 1,874 1,779

△ 25 △ 78 △ 160 △ 145 △ 118差（①－②）

対象：2号（3-5歳）

量の見込み

市内

計 ①

確

保

方

策

特定教育

・保育施設

保育所

認定こども園

特定地域型保育事業

認可外

保育施設

企業主導型

（地域枠）

利用可能数 計 ②

2020年度

（令和2）

2021年度

（令和3）

2022年度

（令和4）

2023年度

（令和5）

2024年度

（令和6）

1,935 1,882 1,794 1,729 1,661

1,935 1,882 1,794 1,729 1,661

1,679 1,679 1,673 1,593 1,498

216 216 216 216 216

39 39 39 39 39

20 20 20 20 20

1,954 1,954 1,948 1,868 1,773

△ 19 △ 72 △ 154 △ 139 △ 112

　対象：2号（3-5歳）

　単位：人

差（①－②）

確

保

方

策

保育所

認定こども園

企業主導型

（地域枠）

特定教育

・保育施設

認可外

保育施設

特定地域型保育事業

利用可能数 計 ②

量の見込み

市内

計 ①

0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳

267 1,114 273 1,071 279 1,101 285 1,101 290 1,102

267 1,114 273 1,071 279 1,101 285 1,101 290 1,102

230 865 230 865 236 865 236 865 242 874

12 90 12 90 12 102 12 114 12 114

11 49 11 49 11 49 11 49 11 49

17 46 17 46 17 46 17 46 17 46

270 1,050 270 1,050 276 1,062 276 1,074 282 1,083

△ 3 64 3 21 3 39 9 27 8 19

差（①－②）

確

保

策

特定教育

・保育施設

保育所

認定こども園

特定地域型保育事業

認可外

保育施設

企業主導型

（地域枠）

利用可能数 計 ②

2024年度

（令和6）

量の見込み

市内

計 ①

対象：3号（0-2歳）

2020年度

（令和2）

2021年度

（令和3）

2022年度

（令和4）

2023年度

（令和5）

0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳 0歳 1･2歳

267 1,114 273 1,071 279 1,101 285 1,101 290 1,102

267 1,114 273 1,071 279 1,101 285 1,101 290 1,102

230 861 230 861 236 861 236 861 242 870

12 90 12 90 12 102 12 114 12 114

11 49 11 49 11 49 11 49 11 49

17 46 17 46 17 46 17 46 17 46

270 1,046 270 1,046 276 1,058 276 1,070 282 1,079

△ 3 68 3 25 3 43 9 31 8 23

　対象：3号（0-2歳）

　単位：人

2020年度

（令和2）

2021年度

（令和3）

2022年度

（令和4）

2023年度

（令和5）

2024年度

（令和6）

量の見込み

市内

計 ①

確

保

方

策

利用可能数 計 ②

差（①－②）

保育所

認定こども園

企業主導型

（地域枠）

特定教育

・保育施設

特定地域型保育事業

認可外

保育施設
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7777    

【49ページ】 

⑫放課後児童健全育成事業（児童保育センター） 

 
 

【49ページ】 

⑫放課後児童健全育成事業（児童保育センター） 

 

令和２年度における入所申込み状況等

を反映し、量の見込み等を修正。 

8888    

【53ページ】 

(1)策定経過 

平成31年度・令和和元年度 1月 

第 4回帯広こどもの施策推進委員会 

・第2期おびひろこども未来プラン原案のパブリックコ

メント結果 

第 3回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会 

・第2期おびひろこども未来プラン原案のパブリックコ

メント結果 

令和元年度 2月 

帯広市議会厚生委員会理事者報告 

・第2期おびひろこども未来プラン(案) 

 

【53ページ】 

(1)策定経過 

平成31年度・令和元年度 2月 

第 3回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会 

・第2期おびひろこども未来プラン原案のパブリックコ

メント結果 

帯広市議会厚生委員会理事者報告 

・第2期おびひろこども未来プラン(案) 

 

 

 

 

 

会議開催日程の変更により修正。 

2020年度

（令和2）

2021年度

（令和3）

2022年度

（令和4）

2023年度

（令和5）

2024年度

（令和6）

1年 631 643 604 604 591

2年 615 581 590 560 555

3年 537 529 503 512 484

4年 334 344 341 327 330

5年 141 155 155 155 150

6年 74 61 75 71 71

計 ①

[日・実人数]

2,332 2,313 2,268 2,229 2,181

施設数 40 40 40 39 38

クラブ数 59 59 59 58 57

利用可能数 ②

[日・実人数]

2,835 2,835 2,835 2,818 2,785

△ 503 △ 522 △ 567 △ 589 △ 604

区分

量

の

見

込

み

確

保

方

策

差（①－②）

2020年度

（令和2）

2021年度

（令和3）

2022年度

（令和4）

2023年度

（令和5）

2024年度

（令和6）

1年 637 649 610 610 597

2年 620 585 594 564 559

3年 541 534 507 516 488

4年 338 348 346 331 334

5年 143 159 159 160 154

6年 77 62 77 73 74

計 ①

[日・実人数]

2,356 2,337 2,293 2,254 2,206

施設数 39 39 39 39 38

クラブ数 54 54 54 54 53

利用可能数 ②

[日・実人数]

2,678 2,678 2,678 2,678 2,645

△ 322 △ 341 △ 385 △ 424 △ 439

区分

量

の

見

込

み

確

保

方

策

差（①－②）
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9999    

【54ページ】 

(2) 帯広市健康生活支援審議会児童育成部会構成員 

委員 松田安臣（H30-R01） 

   樋渡 康（R01） 

公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟帯広支部 

 

【54ページ】 

(2)帯広市健康生活支援審議会児童育成部会構成員 

委員 松田安臣 

公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟帯広支部 

 

 

委員の改選により修正。 

10101010    

【57ページ】 

2 用語解説 

児童憲章 

全ての児童の幸福を図るため、内閣総理大臣主宰の児

童憲章制定会議において1951（昭和26）年5月5日のこど

もの日に制定された憲章で、日本における児童の福祉の

基本理念。 

 

【57ページ】 

2 用語解説 

 

 

 

本文に「児童憲章」について記載したこ

とから、用語解説においても掲載。 

11111111    

【61ページ】 

3 児童憲章 

全文掲載（内容については省略） 

 

 

 

 

 

本文に「児童憲章」について記載したが、

内容をよりしっかり伝えるため、巻末に全

文を資料として掲載。 

12121212    

【62ページ】 

4 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約） 

（公益財団法人日本ユニセフ協会の承諾を得て掲載し

ています。） 

「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」は、1989

（平成元）年に、国際連合において採択され、1990（平成2）

年に国際条約として発効されました。日本においては、1994

（平成6）年4月22日に批准し、同年5月22日に発効しました。

 

【61ページ】 

3 子どもの権利条約（児童の権利に関する条約） 

 （財団法人日本ユニセフ協会の承諾を得て掲載してい

ます。） 

 

「児童の権利に関する条約（子どもの

権利条約）」へ記載の統一により修正。

また、条約の成立ちを記載。 

 


